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公共施設の維持管理や行政サービスの提供には、さま

ざまな経費（コスト）が発生します。これらのコストは、

公共施設や行政サービスを利用する方にご負担いただ

く使用料・手数料と、市民の皆さまからの税金によっ

て支えられています。

そのため、使用料・手数料は「受益者負担の原則」の

観点から、利用者と非利用者との間に不均衡が生じる

ことがないよう、定期的な見直しを行い、公平性の確

保を図る必要があります。物価高騰や賃金上昇が続く

中、公共施設や行政サービスにかかる人件費や物件

費、光熱費などのコストが上昇しており、この度一部

の公共施設や手続きについて使用料・手数料を見直し

ます。

施設名・手数料名 料金改定の一例 (主な区分を抜粋して記載 ) 問い合わせ

うちぶん（打出教育文化センター）小会議室（午前９時～正午〈１時間につき〉）  
470円→560円

打出教育文化セン
ター☎ 38-7130

市立小・中学校

講堂（午前８時～午後５時）3,600円→4,320円

管理課
☎ 38-2085

教室（午前８時～午後５時）1,440円→1,720円

校庭（午前８時～午後５時）2,400円→2,880円

市立幼稚園 遊戯室（午前８時～午後５時）1,800円→2,160円

預かり保育料（市立幼稚園） 通常保育日　450円→500円

シンコースポーツ体育館・青少
年センター（※）

競技場  12,240円→14,680円

スポーツ推進課
☎ 22-7910

トレーニング室  360円→430円

朝日ケ丘公園プール（※） 屋外プール   480円→570円

海浜公園プール（※） 屋内プール   810円→970円

東浜公園庭球場（※）
テニスコート（１時間利用）610円→730円

西浜公園庭球場（※）

芦屋中央公園野球場（※） 野球場（１時間利用）1,830円→2,190円

谷崎潤一郎記念館（※） 講義室（午前９時～正午）1,420円→1,700円

国際文化推進課
☎ 38-2115

美術博物館（※） 講義室（午前10時～正午）2,850円→3,420円

潮芦屋交流センター（※）
101室（午前９時～正午）1,730円→1,900円

テニスコートＡ（２時間利用）1,440円→1,720円

ルネサンス クラシックス芦屋
ルナ・ホール

大ホール（土日休）(午後１時～５時)　
51,330円→61,590円

市民センター
☎ 31-4995市民会館 301室(午後１時～５時)   6,620円→7,940円

公民館 113室（午後１時～５時）1,830円→2,010円
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打出集会所洋室(B)・翠ケ丘
集会所洋室(C)・竹園集会所
洋室(A)・前田集会所洋室(B)

・朝日ケ丘集会所洋室(B)・春
日集会所洋室(A)・奥池集会
所洋室(B)・茶屋集会所洋室
(B)・三条集会所洋室(A)

（午前９時～正午）710円→780円
市民参画・
協働推進課
☎ 38-2007

潮見集会所洋室(A)・浜風集
会所洋室(C)・西蔵集会所洋
室(B)・大原集会所洋室(A)

（午前９時～正午）810円→890円

あしや市民活動センター（※） 会議室A（午前９時30分～正午）600円→720円

男女共同参画センター 小会議室(午前９時30分～正午）500円→600円 人権・男女共生課
☎ 38-2023

福祉センター
会議室１（午前９時～正午）3,360円→3,260円 地域福祉課

☎ 31-0612運動室（午前９時～正午）  4,680円→5,150円

老人福祉会館 112和室(午後６時～９時30分）2,240円
→2,680円

高齢介護課
☎ 38-2044

ミラタップパーク芦屋
（総合公園）（※）

陸上競技場(専用)平日（１時間につき）4,070
円→4,880円

道路・公園課
☎ 38-2065第２スポーツコート(専用)平日午前９時～正午

（１時間につき）2,030円→2,430円

会議室（１時間利用）1,010円→1,210円

JR 芦屋駅北自転車駐車場（※）

（自転車定期１か月）2,030円→2,430円

道路・公園課
☎ 38-2480

阪神芦屋駅西自転車駐車場及び
阪神芦屋駅南自転車駐車場（※）

阪急芦屋川駅南月若自転車駐車場
（※）

阪神打出駅前自転車駐車場及び
阪神打出駅南自転車駐車場（※）

（自転車定期１か月）1,520円→1,820円
阪急芦屋川駅北自転車駐車場及
び阪急芦屋川駅南松ノ内自転車
駐車場（※）

JR 芦屋駅南自転車駐車場９（※）

JR 芦屋駅北船戸自転車駐車場（※）

道路幅員証明手数料 360円→430円 道路・公園課
☎ 38-2062

今回の見直しでは、市内の公共施設や各種手続きに
ついて、現在の料金と行政サービスの提供に必要な
経費（コスト）を比較し、現在の料金水準の見直しを
行いました。
また、見直しにあたっては、急に料金が大きく変わるこ
とがないよう、「激変緩和措置」を設けており、原則とし
て、改定後の料金は、現在の料金の0.8 倍から1.2 倍の範
囲内になるように設定しています。

見直しの基本ルール

市民の皆さまには、新たなご負担をお願いすることに
なりますが、将来にわたって行政サービスを維持・充
実させていくための取り組みであることをご理解、
ご協力くださいますようお願いします。

市民の皆さまへのお願い

ホームページ問い合わせ　財政課　☎ 38-2011問い合わせ　財政課　☎ 38-2011

公共施設等公共施設等のの
使用料・手数料使用料・手数料が変わりますが変わります

令和８年７月１日から

新料金は、令和８年７月１日から適用します。令和８年
６月30 日までに利用者による申し込み手続きが完了
し、使用許可を得ている使用料・手数料については、旧
料金としますが、詳細については各施設の窓口、また
は、ホームページにてご確認ください。
▶�（※）印は指定管理者が運営を行っている施設です。

市の設定した金額の範囲内で指定管理者が料金を設
定するため、右記の金額と異なる場合があります。

新料金の適用時期等について

（※）


